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島根県の対応 

島根県対策本部決定 

全国の感染状況を踏まえ、県民に対し、以下を要請 

  北海道札幌市や東京都のように、都道府県が住民に対して、 

不要不急の外出自粛を要請している地域への移動については、 

改めて必要性を十分に検討し、慎重に判断すること。 

なお、仕事や就職活動、受験、葬儀、看病・介護などでの移動は 

控えていただく必要はありません。 

 また、すでに予約した旅行などについては、キャンセル料を負担 

してまで、取りやめていただく必要はありません。 


